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議案第３０号 

   世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和６年２月２０日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 条例の適用区域を拡大するとともに、規定の整備を図る必要があるので、

本案を提出する。 
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世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正 

する条例 

 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和６２年７月

世田谷区条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第８項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」を「建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令」に改める。 

 別表第１の１の部に次のように加える。 

東京都市計画補助２

６号線沿道代沢一丁

目・北沢一丁目地区

地区整備計画区域 

東京都市計画補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢

一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画

が定められた区域 

 別表第２東京都市計画経堂駅東地区地区整備計画の部本町通り地区の項中「第２条

第６号」を「第２条第７号」に改め、同表備考以外の部分に次のように加える。 
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。） 

東京都

市計画

補助２

６号線

沿道代

沢一丁

目・北

沢一丁

目地区

地区整

備計画 

住宅地区     ８０㎡        １６ｍ                    

都営住宅地区       ２５ｍ     

教育施設地区    ８０㎡ 計画図に示

すとおり、

敷地の反対

側の道路境

界線から６

ｍ 

学校（学校

教育法（昭

和２２年法 

律第２６号） 

第１条に規

定する学校

をいう。以

下この項に

おいて同じ

であって、

上空に設け

る渡り廊下

その他これ

に類する建

築物の部分 

１７ｍ。ただし、学校 

及びその関連施設の高 

さは、次の各号に掲げ 

る建築物の区分に応じ、 

それぞれ当該各号に定 

める高さとする。  

⑴ ５，０００㎡以 

上１０，０００㎡ 

未満の敷地面積（ 

告示日において法 

第８６条第８項の 

規定により公告さ 

れた対象区域（以 

下この項において 

「公告対象区域」 

という。）が地区 

計画区域内外にわ 

たる場合は当該公 

告対象区域の面積 

を、告示日以後に 

同条第１項から第 

４項までの規定に 

より１の敷地とみ 

なす区域（以下こ 

の項において「告 

  軒、ひ

さし、 

手すり、 

戸袋、

出窓、

階段、

からぼ

り（ド

ライエ

リア）

その他

これら

に類す

るもの

が、壁

面の位

置の制

限の規

定によ

り建築

物の外

壁又は

これに

代わる

柱を設
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。） 

。） 

示日以後の区域」 

という。）の過半 

が公告対象区域の 

全部又は一部であ 

る場合は当該告示 

日以後の区域の面 

積をいう。以下こ 

の項において同じ 

を有する敷地内の 

建築物（補助２６ 

号線の計画線から 

の距離が２０ｍの 

範囲内の部分に限 

る。） ２５ｍ 

⑵ ５，０００㎡以 

上１０，０００㎡ 

未満の敷地面積を 

有する敷地内の建 

築物（補助２６号 

線の計画線からの 

距離が２０ｍの範 

囲外の部分に限る 

１９ｍ 

⑶ １０，０００㎡ 

以上の敷地面積を 

有する敷地内の建 

築物 ３４ｍ 

けるこ

とがで

きない

敷地の

部分に

突出し

た形状 

近隣商業地区 法別表第２（ほ）項第２号に規定するマ

ージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投
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票券発売所、場外車券売場その他これらに

類するもの 
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附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

⑴ 第４条第８項の改正規定 令和６年４月１日 

⑵ 別表第２東京都市計画経堂駅東地区地区整備計画の部本町通り地区の項の改正 

規定 令和６年６月１日 

 


